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１ 事業の概要 底質は、魚介類等の生息する場であると同時に、水質汚染に係る化学物
質等が蓄積・滲出する媒体であるなど、水環境を構成する重要な要素であ
り、その汚染状況の的確な把握を行い、問題状況に応じた改善対策を講じ
ていくことが必要である。
そのため、水環境の汚染を通じ、人の健康等に有害な影響を及ぼす物質

について、底質対策の基礎たる知見を得るため、新たな知見に基づく測定
方法の策定や見直しを行うものである。

２ 進捗状況 ○ 昭和 年の「底質調査方法 改訂版」の全面改訂と環境ホルモン物63
質やふっ素、ほう素等の環境基準移行物質等を加え、平成 年度に底13
質調査方法を策定する予定。

○ ダイオキシン類汚染底質の調査測定については、ダイオキシン類対策
特別措置法による常時監視の実施を鑑み、平成 年度に「ダイオキシ11
ン類に係る底質調査測定マニュアル」を策定。

○ 平成 年度以降は、環境基準項目や要監視項目の追加物質や追加候14
補として上げられている物質、 制度の結果による水環境中への影PRTR
響度の検討を行い選定した物質等を中心に、引き続き底質の測定方法の
策定・見直しを行っていく。

３ 評価 ○ 底質は水環境を構成する重要な媒体であり、水環境中の基準設定等の
ための基礎知見を得る手段として、新たな物質の測定方法策定や精度向
上のための測定方法の見直しを行うことは重要である。
また、得られる測定結果の比較や検討評価等を行うには、統一的な測

定方法で得られた結果であるべきであり、統一的な測定方法の策定は国
が定める事項である。

○ ダイオキシン類について、常時監視測定において平成 年度に策定11
された「ダイオキシン類に係る底質測定マニュアル」が活用されてい
る。
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